
シンフォニア岩国友の会規約 

（名称） 

第１条 この会の名称は、シンフォニア岩国友の会（以下「友の会」という）とします。 

（目的） 

第２条 この友の会は、シンフォニア岩国の自主事業等への積極的な参加を通じて、地域文

化の向上に寄与することを目的とします。 

（事務取扱い） 

第３条 この友の会に関する事務は、シンフォニア岩国指定管理者サントリーパブリシティ

サービスグループ（以下「ＳＰＳ」という）が行うものとします。 

（会員） 

第４条 会員とは、本規約を承認の上、ＳＰＳに友の会入会の申し込みを行い、ＳＰＳが入

会を認めた者をいいます。 

２ 会員が資格を有する期間は、ＳＰＳが入会を認めた日から､その年度の３月３１日まで

とし、以後継続して加入する場合は、４月１日から翌年３月３１日までの１年間（以下会

員期間という）とします。 

（入会金・会費） 

第５条 入会金は 500円、会費は年額 1,500円（各消費税含む）とし、会員は毎年所定の時

期に、ＳＰＳの定めた方法により、入会金及び年会費を納入するものとします。ただし、

年度途中で入会する場合においても同額とします。 

２ 会員が次年度の継続入会手続きを、ＳＰＳが指定する期間内に行った場合においては、

入会金を免除するものとします。 

３ 入会金及び会費は、理由の如何を問わず一切返金しないものとします。 

（会員証の発行） 

第６条 会員には、会員証を発行します。 

２ 会員証の所有権は、ＳＰＳに属します。 

３ 会員証は、他人に譲渡若しくは貸与することはできないものとします。 

（特典） 

第７条 会員は、ＳＰＳが行う次のサービスを、所定の方法により利用することが出来るも

のとします。なお、次のサービスの詳細は予告なく変更されることがあります。また、本

特典は会員が必ずチケットを購入できることを約束するものではありません。 

(１) チケットの割引購入 

ＳＰＳの指定する公演のチケット（ＳＰＳで販売するものに限る）について、割引価格

にて購入できます。ただし１公演につき、会員お一人様２枚までとします。なお、チケット

割引販売がない公演もあります。 

(２)  チケットの優先購入 

ＳＰＳが指定する公演のチケット（ＳＰＳで販売するものに限る）について一般発売日

に先立ち、会員お一人様２枚まで優先的に購入することができます。その時期・枚数・方法

などについては、公演ごとにＳＰＳが決定し、会報などを通じてお知らせします。なお、優

先販売がない公演もあります。 

(３)  情報誌等の送付 

    ア  シンフォニア岩国情報誌「ひびき」 

    イ  シンフォニア岩国イベント案内 

(４)  チケット料金のゆうちょ銀行口座払込 

ＳＰＳで予約したチケット料金の支払いに、郵便局の口座払込を利用できます。 



(５) 協賛店における割引等のサービス 

協賛店で各種割引等のサービスを利用できます。 

 ただし、利用に際しては「友の会会員証」の提示が必要となります。 

(６)  会員優待事業の実施 

 （届出事項の変更等） 

第８条 会員は、氏名、住所等、入会手続き時に記入または入力した事項に変更が生じたと

き、その内容をＳＰＳにすみやかに届け出るものとします。 

２ 会員は、前項の届出を怠ったためにＳＰＳからの送付書類等が延着又は不到着となって

も、異議を申し述べることができないものとします。 

（会員証の紛失、盗難等） 

第９条 会員が会員証を紛失し、又は盗難にあった場合は、直ちにＳＰＳに届け出るものと

します。この場合において、ＳＰＳは、届け出た会員に対し、会員証を再発行するものと

します。 

２ 紛失、盗難その他の事由により会員証が他人に利用され、会員が損害を受けた場合にお

いても、ＳＰＳは、ＳＰＳに故意又は過失がある場合に限り、責任を負うものとします。

但し、ＳＰＳの軽過失により会員に損害が生じた場合、ＳＰＳは会員に現実に生じた通常

かつ直接の損害に限り賠償の責任を負うものとします。 

 （退会等） 

第１０条 会員が虚偽の申告、会員証の転貸、その他規約に違反した場合､他の会員に迷惑

をかけるなどして、会員としてふさわしくない行為を行った場合、又は暴力団員その他

反社会的勢力等、会員として不適切と認められたとき、ＳＰＳは、会員の資格を取り消

すことができるものとします。 

２ 会員は何時でも退会することができるものとします。退会する場合はＳＰＳに届け出る

ものとします。 

３ 退会又は資格の喪失が会員期間の途中であっても、会費は返還しないものとします。 

（個人情報の取扱い） 

第１１条 会員の氏名、住所、メールアドレス等入会手続き、および継続手続き等に記入、

または入力された会員の個人情報は、次の目的で利用させていただきます。 

（１）シンフォニア岩国情報誌「ひびき」の送付 

（２）シンフォニア岩国イベント案内ほか各種サービスに関するご案内の送付およびメー   

ル送信 

（３）シンフォニア岩国イベントに関するアンケートの送付およびメール送信 

（４）購入済みのチケット 

２ ＳＰＳは退会した会員の個人情報について、退会した年度の次の年度（４月１日から翌

年３月３１日まで）の１年間、会員の個人情報、利用履歴を保有・管理し、次の目的のた

めに利用させていただく場合があります。 

（１） 会員管理、各企画・イベントほか各種サービスに関するご案内の送付およびメール

送信 

（指定管理者の変更） 

第１２条 第３条に定めるＳＰＳの指定期間が満了した場合等、ＳＰＳにおける指定管理業

務が終了した場合、ＳＰＳは山口県又は山口県の指定する者に対して、個人情報を提供す

ることがあります。 

（規約の改定） 

第１３条 本規約は予告なくＳＰＳが随時改定できるものとし、この場合、ＳＰＳから会員



に通知するものとします。  

 （その他） 

第１４条  この規約に定めるもののほか、友の会の運営に関し必要な事項は、ＳＰＳが別に

定めるものとします。 

 

  附 則 

この規約は、平成８年１２月１５日から適用するものとします。 

  附 則 

 この規約は、平成１０年４月１日から適用するものとします。 

  附 則 

この規約は、平成１５年３月１日から適用するものとします。 

  附 則 

この規約は、平成１８年４月１日以降に実施する公演等から適用するものとし、同日前に

実施する公演等については、なお従前の例によるものとします。 

  附 則 

 この規約は、平成２５年４月１日から適用するものとします。 

  附 則 

この規約は、平成２８年４月１日以降に実施する公演等から適用するものとします。 

  附 則 

この規約は、令和元年１０月 1日から適用するものとします。 

  附 則 

この規約は、令和２年１月 1日から適用するものとします。 

 附 則 

この規約は、令和４年２月 1日から適用するものとします。 

 附 則 

この規約は、令和５年１月 1日から適用するものとします。 

 


